
新入生用

入学手続時

①入学手続システムで，高等教育の
修学支援新制度「高校で予約採用候
補者に決定済み」を選択し，入学手
続を行う。

併せて，採用候補者決定通知（コ
ピー）を提出する。

※入学手続時に，入学料を納付しな
いこと。

入学手続時

①入学手続システムで，高等教育の
修学支援新制度「希望する」を選択
し，入学手続を行う。

※入学手続時に，入学料を納付しな
いこと。 入学手続時

①入学手続システムで，次のうち該
当するものを選択し，入学手続を行
う。
（入学料免除・徴収猶予「免除希
望」又は「徴収猶予希望」／授業料
免除「希望する」）

※入学料免除・徴収猶予の希望者
は，入学手続時に，入学料を納付し
ないこと。

４月上旬～
４月下旬

②給付奨学金申請書類を受領し，書
類を期限内に提出

※詳細は学生掲示板等に掲載する案
内を確認すること。

４月下旬

③スカラネット（奨学金申請用WEB
システム）に必要事項を入力する

４月上旬～

③進学届の提出

受領したID・パスワードによりWEB
上で「進学届」を入力。
→４月下旬～給付奨学金の振込開始
（進学届の提出時期により，振込時
期は前後)

５月下旬～

⑤日本学生支援機構による選考

※採用された場合は，７月上旬から
給付奨学金の振込開始。
（４月分～の奨学金がまとめて振込
される）

５月下旬～

④選考
　
※申請受付後に，確認や追加の書類
を求める場合がある。
連絡があった際には速やかに対応す
ること。

４月下旬～

④日本学生支援機構採用決定通知

奨学生証等を学生センター６番窓口
で受領。（届き次第，学生メールに
て連絡）

７月下旬～

⑥日本学生支援機構選考結果通知

選考結果通知を学生センター６番窓
口で受領。（届き次第，学生メール
にて連絡）

４月下旬～

⑤選考（入学料・授業料）

日本学生支援機構の給付奨学金の支
援区分により、入学料・授業料の減
免額を決定。

７月下旬～

⑦自宅外通学者は，自宅外通学の証
明書類を提出。

※採用された者のみ。

【注意事項】
・選考結果が決定するまで，入学料・授業料を納付しないこと（納入してしまった場合は「不許可」となる）。
・手続時期は変更される場合がある。日程や手続方法の詳細は，入学後に，随時学生掲示板や学生センター６番窓口で確認すること。

８月下旬

⑤結果通知

学生メールにより通知。

◆入学料免除・授業料免除
【全額免除】
→入学料・授業料ともに納付の必要
なし。（結果通知後の手続は特に必
要なし。）

【半額免除・不許可】
→入学料・授業料の該当額を速やか
に納付。

◆入学料徴収猶予
【許可】
→入学料全額を９月末日までに納
付。

【不許可】
→入学料全額を速やかに納付。

（注）大学が指定する納付期限まで
に納付しなければ退学。

８月下旬

⑥結果通知（入学料・授業料）

学生メールにより通知。

【支援区分Ⅰ、多子世帯】
→入学料・授業料ともに納付の必要
なし。（結果通知後の手続は特に必
要なし。）

【支援区分Ⅱ・Ⅲ】
→入学料・授業料の該当額を速やか
に納付。

（注）入学料については，大学が指
定する納付期限までに納付しなけれ
ば退学。

８月下旬

⑧結果通知（入学料・授業料）

学生メールにより通知。

【支援区分Ⅰ、多子世帯】
→入学料・授業料ともに納付の必要
なし。（結果通知後の手続は特に必
要なし。）

【支援区分Ⅱ・Ⅲ】
→入学料・授業料の該当額を速やか
に納付。

（注）入学料については，大学が指
定する納付期限までに納付しなけれ
ば退学。

４月上旬

②採用候補者決定通知等の提出

▶｢採用候補者決定通知（進学先提出
用）｣を、学生センター６番窓口に
提出。
→進学届提出用のID・パスワードを
受領する。

▶自宅外通学者は，自宅外通学の証
明書類を提出。

※入学前に，自宅外通学の証明書類
を提出することで，初回振込から自
宅外月額の支給を受けることが可
能。
詳細は,３月上旬に本学公式ホーム
ページに掲載するため確認するこ
と。

４月上旬～
４月下旬

②免除申請用システムによる申請及
び書類の提出

世帯全員分の住民票，所得・課税証
明書，収入に関する証明書類等を準
備して提出。

※詳細は学生掲示板等に掲載する案
内を確認すること。

～５月上旬

④マイナンバー関係書類の提出

※③の入力から１週間以内に，日本
学生支援機構に郵送で提出。
（書類に不備がある場合は，日本学
生支援機構から直接連絡がある。）

５月下旬～

③不備書類の提出
　
※不備書類がある場合は、指定され
た期限までに必ず申請すること。

高等教育の修学支援新制度・大学制度　申請手続の流れ
▶「多子世帯への授業料等無償化」の対象者は「高等教育の修学支援新制度（日本学生支援機構給付奨学金）」の申請を行うこと。
▶「予約採用により採用候補者となっているが支援区分が第Ⅲ区分（1/3支援)（※基幹工学教育課程の自宅外生除く）の者」は大学制度にも申請可
能。
▶「入学後に高等教育の修学支援新制度に申請する者」は大学制度との併願可能。
▶「高等教育の修学支援新制度の支援要件対象外の者」は大学制度に申請可能。

高等教育の修学支援新制度
（入学料・授業料減免＋給付奨学金）

大学制度
（入学料免除・徴収猶予／授業料免除）

日本学生支援機構給付奨学金採用候補者
（予約採用）

入学後に申請する者 入学後に申請する者


